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ビ
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関
す
る
質
問
主
意
書 

 

司
法
書
士
は
、
登
記
、
供
託
、
訴
訟
そ
の
他
の
法
律
事
務
の
専
門
家
と
し
て
、
国
民
の
権
利
を
擁
護
し
、
自
由
か
つ
公
正
な

社
会
の
形
成
に
寄
与
す
る
こ
と
を
使
命
と
し
、
司
法
書
士
法
に
基
づ
く
資
格
を
も
っ
て
業
務
を
行
う
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な

が
ら
、
昨
今
、
司
法
書
士
で
は
な
い
民
間
事
業
者
が
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
な
ど
し
て
、
依
頼
者
に
代
わ
っ
て
登
記

申
請
書
類
を
作
成
し
、
あ
る
い
は
登
記
申
請
書
類
の
作
成
に
当
た
っ
て
依
頼
者
か
ら
の
相
談
に
応
じ
て
い
る
と
疑
わ
れ
る
事
例

が
あ
り
、
国
民
の
権
利
擁
護
に
と
っ
て
好
ま
し
く
な
い
事
態
が
生
じ
て
い
る
。 

 

そ
こ
で
、
以
下
質
問
す
る
。 

一 

司
法
書
士
で
は
な
い
民
間
事
業
者
が
、
登
記
申
請
書
類
の
作
成
に
必
要
な
情
報
を
依
頼
者
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
入
力

さ
せ
て
登
記
申
請
書
類
の
作
成
を
可
能
と
す
る
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
場
合
に
お
い
て
、
依
頼
者
が
入
力
し
て
い
な
い
情
報

を
入
力
し
た
り
、
あ
る
い
は
依
頼
者
が
入
力
し
た
情
報
を
加
工
、
修
正
し
た
り
す
る
な
ど
し
、
そ
の
対
応
が
、
民
間
事
業
者

に
お
い
て
依
頼
者
に
代
わ
っ
て
登
記
申
請
書
類
を
作
成
し
た
と
評
価
さ
れ
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
司
法
書
士
法
第
三
条
第
一
項

第
二
号
に
違
反
す
る
の
か
。 

二 

司
法
書
士
で
は
な
い
民
間
事
業
者
が
、
サ
ー
ビ
ス
内
容
の
一
部
と
し
て
、
登
記
申
請
を
行
お
う
と
す
る
依
頼
者
に
関
係
す



 

２ 

 

る
戸
籍
の
記
載
か
ら
法
律
上
の
親
族
関
係
を
読
み
取
っ
た
上
で
、
民
間
事
業
者
の
判
断
で
法
定
相
続
人
を
特
定
し
、
そ
の
判

断
を
前
提
と
し
て
登
記
申
請
書
類
を
作
成
し
て
い
る
場
合
に
、
そ
の
対
応
が
、
民
間
事
業
者
に
お
い
て
依
頼
者
に
代
わ
っ
て

申
請
書
類
を
作
成
し
た
と
評
価
さ
れ
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
司
法
書
士
法
第
三
条
第
一
項
第
二
号
に
違
反
す
る
の
か
。 

三 

第
一
問
お
よ
び
第
二
問
に
お
い
て
、
民
間
事
業
者
に
お
い
て
依
頼
者
に
代
わ
っ
て
申
請
書
類
を
作
成
し
た
と
評
価
さ
れ
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
司
法
書
士
法
第
三
条
第
一
項
第
二
号
に
違
反
し
な
い
場
合
は
あ
る
か
。
違
反
し
な
い
と
し
た
ら
、
ど
の

よ
う
な
場
合
か
。 

四 

司
法
書
士
で
は
な
い
民
間
事
業
者
が
、
個
別
具
体
的
な
事
案
を
前
提
に
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
サ
イ
ト
上
の
Ｑ
＆
Ａ
等
に
お

い
て
、
登
記
申
請
書
類
の
作
成
に
関
す
る
相
談
を
受
け
て
回
答
し
た
り
助
言
し
た
り
し
て
、
そ
の
対
応
が
、
民
間
事
業
者
に

お
い
て
登
記
申
請
書
類
の
作
成
に
当
た
っ
て
依
頼
者
か
ら
の
相
談
に
応
じ
た
と
評
価
さ
れ
る
よ
う
な
も
の
で
あ
れ
ば
、
司
法

書
士
法
第
三
条
第
一
項
第
五
号
に
違
反
す
る
の
か
。 

五 

前
問
に
お
い
て
、
民
間
事
業
者
に
お
い
て
登
記
申
請
書
類
の
作
成
に
当
た
っ
て
依
頼
者
か
ら
の
相
談
に
応
じ
た
と
評
価
さ

れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
司
法
書
士
法
第
三
条
第
一
項
第
五
号
に
違
反
し
な
い
場
合
は
あ
る
か
。
違
反
し
な
い
と
し
た
ら
、

ど
の
よ
う
な
場
合
か
。 



 

３ 

 

六 

官
公
庁
や
自
治
体
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
お
い
て
、
依
頼
者
に
代
わ
っ
て
登
記
申
請
書
類
を
作
成
し
て
い
る
司
法
書
士
で
な

い
民
間
事
業
者
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
へ
の
リ
ン
ク
を
貼
っ
て
い
る
事
例
が
あ
る
が
、
不
適
切
で
は
な
い
の
か
。 

 
 

不
適
切
で
あ
る
と
し
た
ら
、
官
公
庁
や
自
治
体
が
、
違
法
な
行
為
を
行
っ
て
い
る
お
そ
れ
が
あ
る
民
間
事
業
者
の
業
務
に

加
担
す
る
こ
と
が
な
い
よ
う
周
知
を
お
願
い
し
た
い
が
、
ど
う
か
。 

七 

司
法
書
士
で
な
い
民
間
事
業
者
が
、
司
法
書
士
法
第
三
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
規
定
す
る
業
務
を
行
っ
た

場
合
は
、
同
法
第
七
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
す
る
も
の
と
し
て
、
同
法
第
七
十
八
条
第
一
項
に
よ
り
、
一
年
以
下
の

懲
役
又
は
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
法
務
省
と
し
て
、
同
法
第
七
十
三
条
第
一
項
に
違
反
す
る
民

間
事
業
者
の
存
在
を
認
知
し
た
場
合
、
調
査
し
て
指
導
す
る
の
か
。 

八 

同
法
第
七
十
三
条
第
一
項
に
違
反
す
る
民
間
事
業
者
に
対
す
る
告
発
状
が
、
利
害
関
係
者
よ
り
警
察
も
し
く
は
検
察
当
局

に
到
達
し
た
場
合
、
ど
の
よ
う
な
対
応
を
と
る
の
か
。 

 

右
質
問
す
る
。 


